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全建築物 ＊建築物のうち、公益的施設でないものは戸建て
の住宅、倉庫のみ

公益的施設【条例】＝特定建築物【法律】

・公益的施設＝整備基準遵守（責務／チェックリストの添付）

・特定建築物＝円滑化基準遵守（努力義務）

特定公益的施設【条例】

・整備基準遵守

（責務／届出義務あり。場合により勧告・公表）

特別特定建築物【法律】

・円滑化基準遵守（建築確認対象／罰則あり）

【条例】での条件付加
・１０００㎡以上 ※法律では２０００㎡以上

・追加：小学校、中学校、義務教育学校及び中等
教育学校（前期課程）並びに高等学校、中等教育
学校（後期課程）、大学及び高等専門学校

・出入口のうち、直接地上へ通ずる出入口は、ひ
さし又は屋根を設けること

※

建築物移動等円滑化誘導基準（計画の認定での基準）

※ 条例では降雪・路面凍結への配慮がされているが、法律ではされていない。

石川県バリアフリー条例及びバリアフリー法の対象建築物、
基準適合の関係

3 石川県バリアフリー条例及び
バリアフリー法の関係

【法律】【条例】

建築物移動等円滑化基準≒整備基準



Ⅷ 条例及び関係法令
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石川県バリアフリー条例及びバリアフリー法の建築物用
途・規模区分表


